
目

次

規

則

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
令
和
四
年
度
青
森
県
県
民
健
康
・
栄
養
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
准
看
護
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
三

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
指
導
課
）
…
三

雑

報

○
令
和
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
四

規

則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
五
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
」
を
「
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
」

に
、
「
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
」
を
「
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第527号令和４年10月24日 月曜日

第
五
百
二
十
七
号

令
和
四
年十

月
二
十
四
日

（
月
曜
日
）



変
更
前

難
病
指

定
医

岩
崎

宏
貴

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

整
形
外
科
令
和四･
四･
一

変
更
後

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

変
更
前

難
病
指

定
医

近
澤

真
司

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

糖
尿
病
・

内
分
泌
内

科

四･一〇･
一

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

内
分
泌
・

糖
尿
病
・

代
謝
内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

一
戸

雅
之

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一

変
更
前

難
病
指

定
医

村
井

康
久

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
内

科
、
血
液

内
科
、
膠

原
病
内
科

〃

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

消
化
器
・

血
液
・
膠

原
病
内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

山
内

大
生

弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

山
内
整
形
外

科

弘
前
市
大
字
城
東

四
丁
目
六
の
一
七

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指
定
辞
退

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

佐
々
木

斉
医
療
法
人
芙

蓉
会
村
上
病

院

青
森
市
浜
田
三
丁

目
三
の
一
四

整
形
外
科

令
和二･
六･三〇

難
病
指
定

医

脇
屋

太
一
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
外
科
、
移

植
外
科

四･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

令
和
四
年
度
青
森
県
県
民
健
康
・
栄
養
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査

条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

青
森
県
民
の
食
生
活
や
健
康
状
態
、
健
康
に
関
す
る
意
識
等
を
把
握
し
て
、
保
健
・
医
療
施
策

の
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
及
び
、
青
森
県
健
康
増
進
計
画
「
健
康
あ
お
も
り
21
（
第
２

次
）
」
の
最
終
評
価
に
向
け
、
現
状
値
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
の
世
帯
及
び
満
一
歳
以
上
の
世
帯
員

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

身
体
状
況
・
生
活
習
慣
調
査
（
身
長
、
体
重
等
の
身
体
に
関
す
る
状
況
及
び
生
活
習
慣
に

関
す
る
状
況
や
意
識
）
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㈡

栄
養
摂
取
状
況
調
査
（
世
帯
状
況
、
食
事
状
況
、
食
物
摂
取
状
況
、
歩
行
数
）

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
四
年
十
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
の
任
意
の
一
日

と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

令
和
四
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
青
森
県
内
の
調
査
区
番
号
か
ら
無
作
為
抽

出
・
有
意
抽
出
し
た
十
二
地
区
内
の
四
百
八
十
世
帯
及
び
そ
の
一
歳
以
上
の
世
帯
員
約
千
三
百
人

と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
は
項
目
に
よ
り
、
調
査
員
が
世
帯
訪
問
等
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
、
報
告
者
に
よ
る
自
記

方
式
と
、
調
査
員
に
よ
る
聞
き
取
り
を
合
わ
せ
て
行
う
方
法
に
よ
り
行
う
。

必
要
に
応
じ
て
郵
送
に
よ
る
配
布
・
回
収
を
可
能
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
号

令
和
四
年
度
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
）

２

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一
一

東
奥
日
報
新
町
ビ
ル

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
（
木
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の

場
合
は
十
二
月
一
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
原
則
と
し
て
郵
送
に
よ
る
請
求
と
す
る
の
で
、
事
前
に
青
森
県
健
康
福
祉
部

医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
同
窓
口
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

十
和
田
市

令
和四･一〇･一三

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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別
記
様
式
第
四
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
号
中「

第
１
１
９
条
の
２
第
１
項
第
３
号
」

を

「
第
１
１
９
条
の
２
の
２
第
２
項
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

（ ）4青 森 県 報 第527号令和４年10月24日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


